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農産物の規格化の変遷とその意味に関する一考察

橋 本 直 史

A Study of Changes in the Standardization of Crops in Japan

Naoshi HASHIMOTO

Summary

The Standardization of crops has made distribution efficient and widespread. However the role of

�Standardization”has shifted to price making. The reasons are as follows : the price of crops has been

decreasing, the numbers of imported crops are increasing, and the distribution system is changing.

There have been only a few studies on the standardization of crops in Japan.

The purpose of this paper is to trace the changes of standardization process in Japan and its back-

ground, as well as to examine the function of standardization and its effect in each era.

１．課題と方法

農産物を商品化する上で，収穫後の選別・規格

化はどうしても必要な過程で，それは「流通過程

に延長された生産過程」の一部とも表現される．

それは，農産物が一つに生産過程が自然諸条件に

大きく左右されるために品質の一定性を確保する

のは殆ど不可能なこと，しかし，二つに取引に

当って品質や数量を基準とした「一定のまとま

り」が必要とされること，三つに，腐敗性，貯蔵

性の低さによって，迅速な流通が必要とされるこ

とに条件づけられているからである．それ故，市

場圏域が地域から全国へと拡大し，「一定のまと

まり」が大きくなればなる程，規格化が重要とな

り，事実，市場圏域の拡大の中で，共選・共販団

体が形成され，その大型化が進展してきたのであ

る．

ところで，選別・規格化には「一定の基準」が

必要なことは言うまでもない．行論で触れていく

ように「一定の基準」の設定は，全国市場化が一

早く進行した米に始まり，順次，品目を加えつつ，

今日，ほとんど全ての農産物に及んでいるのであ

る．その上で，「一定の基準」は「一定」（例えば，

曲がり１cm以内など）であって「絶対」でない

ことから，産地間競争が厳しくなるにつれ，より

厳しい基準を設定し，「差別化商品」を作り出す

ことによって，それに打ち勝とうとする誘因が強

くなってくることは歴史の教えるところである．

しかし，後述するが，個々の産地の規格化による

メリットも，他の産地が追従してくると消滅して

しまう可能性も指摘されている．このように，農

産物市場の展開とともに規格化が進行してきたわ

けであるが，これまで品目別，現状分析的な研究

が部分的に行われているのみで，特に農産物市場

の展開と関連させた通史的な研究は行われていな

い（註１）．今日の日本農業の縮小再編，農業労

働力の減少，流通再編下における価格低迷基調の

解決を展望する上でも，規格化と関連させた研究

が必要と考える．

本稿では，個々の農産物や個々の局面で触れら

れてきた規格化の変遷を，市場流通構造の変化と

の関連で歴史的に跡付けつつ，現段階における規

格化が持つ特徴及びその意味について考察するこ

とを課題とする．

２．戦前期における農産物市場の形成と規格化

１）農産物市場の形成，特徴およびその要因

まず初めに戦前期の農産物市場の形成過程を概

観し，特徴を整理する．
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農産物市場は，資本主義の発展に伴って，社会

的分業が進展すると同時に都市部の人口増大に

よって形成されていった．紙幅の関係で図表は省

略するが，総人口及び都市人口の推移について見

ると，明治３１年から昭和５年の約３０年間で，総人

口は４５００万人から約１．４倍に，そのうち１０万人以

上の都市人口が，８％から１８％へと急激に増加し

た．上記すなわち消費構造の変化を背景として，

明治３０年代以降の鉄道輸送の急激な増加，貯蔵施

設の整備，通信手段の発達あるいは加工資本の成

長を一つの条件に，貯蔵性の高い米麦や，豆類，

繭等の原料農産物等と限定的ではあるが，市場圏

域はますます全国化し，市場構造は大きく変化し

たのである（註２）．

第１次大戦後，「米騒動」に象徴されるように，

食料価格の高騰が大きな社会問題となり，物的流

通の「合理化」，価格形成の公正化，透明化の必

要性が高まっていった．特に後者は，封建時代を

色濃く引きずる「前近代的」とも言える問屋諸々

の取引過程に盤踞し，相対取引に基づく閉鎖的諸

関係を築いていたから，大きな問題とされたので

ある．

こうした事態に対応するため，「米穀法」や

「中央卸売市場法」が制定され，以降の農産物・

食料流通を大きく規定していくこととなったので

ある．それに伴い昭和期には，貯蔵性が低く遠距

離輸送が困難であるために半自給的あるいは地域

的流通であった青果物等についても，一部の遠隔

地において専作化，規模拡大など商業的農業化の

萌芽が見られた．例えば北海道のばれいしょ，た

まねぎ，岩手のキャベツ，静岡の果菜類，大阪の

たまねぎ，宮崎のカボチャが東京において徐々に

シェアを伸ばしていった（註３）．こうした中で，

除々に農産物の規格化が進展していくこととなる

のである．

表１ 戦前の米穀における県営検査の開始時期（玄米）

道府県名 移出検査 生産検査 単式検査 道府県名 移出検査 生産検査 単式検査

北海道 大１１．４ 大８．７ 滋賀 昭５．４ 昭５．４

青森 明３９．４ 大５．９ 京都 大４．１０ 大４．１０

岩手 大４．１０ 大６．４ 大阪 大４．６ 明４４．４

宮城 明３８．１ 明４１．１０ 大１４．７ 兵庫 明４１．１１ 明４１．１１

秋田 明３９．１ 明４３．４ 奈良 大４．１０ 大４．１０

山形 明４４．４ 大１１．１０ 和歌山 大７．１０

福島 大７．４ 昭５．９ 鳥取 明４４．１１ 昭４．４

茨城 明４４．１１ 明４４．１１ 大１０．４ 島根 明４０．１０ 昭２．１０

栃木 明４３．９ 明４３．９ 大１５．４ 岡山 明３６．１０ 明３６．１０

群馬 大７．９ 大７．９ 広島 明４３．９ 明４３．９

埼玉 大４．７ 大４．７ 昭７．５ 山口 昭４．４ 昭４．４

千葉 大２．９ 大２．９ 大１３．９ 徳島 明４３．４ 明４３．４

東京 昭９．６ 香川 明４０．４ 明４０．４

神奈川 大９．１０ 大９．１０ 昭２．４ 愛媛 大４．１０ 大４．１０

新潟 明４０．３ 大５．４ 高知 昭４．１２ 昭４．１２

富山 明３７．８ 明３８．８ 福岡 明４４．１０ 明４４．１０ 昭１４．１１

石川 明３９．８ 明４４．８ 佐賀 大６．１０

福井 明４０．４ 明４５．４ 長崎 昭５．４

山梨 熊本 大７．８～８．１２廃止 明４４．５

長野 昭７．４ 大分 明３４．６ 明３４．６

岐阜 大１．１０ 大７．６ 宮崎 明４５．４ 明４４．４

静岡 昭６．１０ 鹿児島 明３４．４ 明４２．７

愛知 大５．５ 大１．１０ 沖縄

三重 明３９産米 明３９産米

資料：農産物検査制度研究会編著『農産物検査法の解説』大成出版社 ２００２年．
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２）農産物検査の展開とその意味

まずはじめに規格化そのものの意義について簡

単に述べておきたい．「規格」自体は生産物その

ものの属性を表現するものであり，「標準」「指

標」となるものである．同時にそれは他者との

「区別」や「差」をも表現することになる．以下

では，主に持田〔３８〕や，玉〔２０〕の研究をもと

に，戦前期，特に規格化が顕著に進んだ米を事例

に，その展開過程及び意味を検討しておくことに

したい．

米流通がますます大量化・広域化する中で，当

該米の「客観性」という問題が発生してきた．そ

れを解決するために同業組合による自治検査が行

われるようになった．しかし商人による，いわば

「自主」検査であるため，格付の公平性の観点か

ら問題があり，次第に県営検査が普及していった

のである．表１は，米穀の県営検査の導入年次の

推移を示したものであるが，明治後期から大正初

期にかけて，県営検査が各主要産地で相次いで開

始されている．この背景には，一つに，大量，迅

速な取引が交通通信の発達等によって変化し，銘

柄・等級取引への移行が必要となってきたこと，

二つに，価格形成の主導権が消費地商人に移り，

その上で，等階級によって検査，格付された「信

用」の高い規格品が，消費地市場において未検査

米および標準化の不十分な銘柄よりも優位に取引

されつつあったことが挙げられる．県営検査の当

初の目的は，標準化による産地銘柄の確立であり，

それは他産地（他県）との区別をも内包していた．

だが，各産地の銘柄競争が激化すると「差別化」

の意味合いが色濃く発現するようになった．それ

を促進した要因として，一つに大正末からはじま

る植民地米＝朝鮮米の大量の移入により米市場が

過剰基調になりつつあったこと（図１），二つに，

朝鮮米は商品としての標準化が進んでおり，少数

の品種に統一され，価格の安さを武器に「内地」

市場においてそのシェアを拡大していったことが

挙げられる．

こうした中で，産米改良および優良品種の導入

による食味の向上によって差別化を追求していっ

たのである．また同時に実質的な値引き手段とし

て，込米＝余桝による増量が行われて，それに加

図１ 米の供給量 一人当たり消費量の推移

資料：加用信文『日本農業基礎統計』農林統計協会 昭和５２年．
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えて等級基準の引き上げも行われたのである．こ

れは，需給接合と有利な価格形成を目的とした�
人為的�な規格化であったと指摘されている．し
かし，価格そのものが下落する中で，各産地が追

求した銘柄別の価格差は大きく縮小していったの

である．

３．青果物における産地間競争の激化および規格細

分化の展開

１）流通の広域化および産地間競争の背景

戦後，生産から消費に至るまでの構造は，様々

な要因が複雑に絡み合いつつ大きく変貌した．中

でも，忘れてはならないのは，農業基本法に基づ

き，青果物・畜産物が選択的拡大品目とされたこ

と，また食生活の「高度化」「欧風化」が叫ばれ

る中で，青果物・畜産物の消費が大きく伸長して

いったことである．また「民族大移動」と称され

た程に，農村から都市部への人口が移動していっ

た点も見落とせない．

以下，生産，消費が著しく拡大していった青果

物・畜産物のうち，規格細分化と密接に関連する

青果物を対象に生産・流通の展開過程を整理して

いく．

果実は，生産がそもそも「集約的」なこともあ

り，大型共選共販の展開をベースに，生産が増大

し，流通の大量・広域化が進展していった．特に

みかんやりんごの場合，昭和３０年代前半にはダン

ボール箱による輸送や，列車による輸送が試みら

れ，以後，機械選果の導入や貯蔵施設の整備が進

展したことがそれを促進した．他方で，各産地が

多種多様な規格を独自に設定したこともあり，流

通が混乱し，結局，昭和３７年のみかんを嚆矢に全

国標準規格が設定され，以降順次，各品目で設定

されていくことになる．

続いて野菜について整理していく．戦前来，比

較的個別的で零細な生産をベースに，地域的な流

通が形成されていた．しかし人口の集中と都市の

膨張の中で，近郊産地は縮小し，供給圏は次第に

遠隔地化し，価格高騰が問題とされるようになっ

てきた．こうした中で，生鮮食料品流通改善対策

要綱，野菜出荷安定法，卸売市場法といった一連

の「流通合理化」諸策が進められていった．流通

が広域化するのに伴い，取引上の都合から，昭和

４６年にたまねぎへの導入を皮切りに，以後野菜全

般についても全国標準規格が制定されていったの

である．順風満帆に生産が拡大するかに見えた青

果物も，早くも昭和４０年代初頭，りんごおよびみ

かんにおいて「供給過剰」による価格暴落が起

こった．その主たる要因は，昭和３８年にバナナの

輸入自由化を皮切りに順次，自由化が実施され，

輸入量が急増してきたことである．輸入量は，昭

和３５年の１１．８万トンから昭和４４年には１０８．６万ト

ンと１０倍も急増し，以後も増加の一途を辿ったの

である．同様に，野菜においても生産の増大と，

昭和５０年代中盤以降における加工野菜の輸入の本

格的増大によって「過剰」状況は強まっていった

（註４）．

そうした中で，選別の厳格化はもちろんのこと，

市場における「有利販売」を目指してカラーダン

ボール，マーキングによる差別化なども進展して

いったのである（註５）．

２）青果物における規格細分化の展開およびそ

の意味

既存の研究（註６）では，品目別の産地間競争

下の産地における規格化対応の問題点や，流通構

造と関連した分析等が行われている．それらによ

ると，規格厳格化によって作り出された一部の厳

選品による価格形成を追求する市場対応は，確か

に厳選品では「高価格」を実現したものの，総体

としての価格低下を引き起こし，トータルとして

の「価値実現」を遠いものにし，流通構造と関連

して価格水準の低迷をもたらしていると指摘され

た．また，選果労働力の過重化の問題も指摘され，

規格簡素化の必要性も指摘された（註７）．

さて，規格の厳格化はどのようにして追求され

ていったのであろうか．表２は，野菜の主要品目

毎の出荷組織数，出荷量および採用選別基準の推

移を示したものである．出荷団体および出荷量は，

全品目においてともに増加傾向で推移しているが，

問題は採用選別基準である．一般に，国の規格は

�標準”としての指標とされ，農協規格はより厳
格化されたものと考えられる．同表からは，品目

によってバラつきがあるとは言え，特に昭和５５年

から６０年にかけて，農協規格を選別基準に採用し

た出荷団体数及びそれらによる出荷量が急伸して
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いることが分かる．つまり，農協規格が国の規格

より厳しいことは言うまでもなく，大型産地が独

自の規格厳格化を追求して厳しい競争を展開して

いったことが示唆される．

続いて，表３より果実についてみていく．はじ

めに出荷団体数および出荷量は，なし，ぶどうを

除き，概ね停滞および減少傾向で推移している．

元より果実生産は遠隔地に集中し，集荷団体が集

約化されていたことや，輸入品との競合の中で，

生産過剰傾向が強まり，集荷団体の更なる統廃合

が進んだためと考えられる．続いて採用規格別の

推移をみると，主として，県または連合会の規格

表２ 品目別の出荷組織数，数量および採用選別基準割合の変化（野菜） 単位：団体数および１０００t，%

総 数 採 用 し て い る 選 別 基 準
国の規格 県又は連合会規格 農協規格 その他の規格 規格を不採用

団体数 出荷量 団体数 出荷量 団体数 出荷量 団体数 出荷量 団体数 出荷量 団体数 出荷量
昭和５２年 １３８７ ５６６．９ ３％ ２％ ４０％ ６６％ ６％ １０％ ３８％ １８％

だいこん ５５年 １５０６ ５５０．９ ５％ ３％ ５８％ ７０％ １０％ １５％ ２０％ １２％
６０年 １８０８ ７０６．６ ２％ ２％ ４１％ ３７％ ２５％ ５０％ １２％ ９％ ２０％ ２％

昭和５２年 １０４７ ４８４ ８％ ２１％ ３９％ ５７％ ４％ ４％ ３８％ １３％
はくさい ５５年 １０３２ ４４３ １１％ ３０％ ５９％ ５９％ ９％ ７％ １６％ ４％

６０年 １２２２ ５３９．９ ３％ ２％ ４７％ ８２％ １９％ １３％ ９％ ２％ ２２％ １％
昭和５２年 １１５０ ５２５．５ ９％ ６％ ４０％ ７６％ ６％ ６％ ３３％ １０％

きゃべつ ５５年 １２９１ ６２６．７ ８％ ８％ ６２％ ８１％ ９％ ８％ １４％ ３％
６０年 １６６３ ７６８．３ ２％ ５％ ４６％ ６２％ １８％ ２９％ ９％ １％ ２５％ ２％

昭和５２年 ６４８ ５０２．４ １５％ ２５％ ５７％ ７１％ ５％ １％ １８％ ３％
たまねぎ ５５年 ６９９ ６０７．５ １３％ ２３％ ７１％ ７１％ ７％ １％ ６％ ５％

６０年 ８３１ ５５５．８ ６％ ７％ ４９％ ６５％ ２８％ ２５％ ４％ ４％ １３％ ０．２％
昭和５２年 ９１６ １７９．５ ４％ ６％ ５１％ ７２％ ５％ ６％ ３０％ １４％

にんじん ５５年 ９３６ ２４４．４ １１％ ７％ ６０％ ６４％ ９％ ８％ １４％ １２％
６０年 １０５１ ２８９．３ １％ １％ ４１％ ５１％ ２７％ ４１％ １１％ ５％ ２０％ ２％

昭和５２年 １９０９ ５２６．８ １０％ １２％ ５７％ ７４％ ４％ ３％ ２４％ １０％
トマト ５５年 １９７７ ６７６．６ １１％ １５％ ６９％ ７５％ ７％ ４％ １１％ ５％

６０年 １９８６ ４７２．４ ４％ ４％ ５２％ ７０％ ２１％ １８％ ９％ ６％ １４％ ２％
昭和５２年 ２１０７ ４１８．２ ９％ ６％ ５８％ ８０％ ５％ ６％ ２３％ ７％

きゅうり ５５年 ２１７４ ４９１．７ １０％ ７％ ７１％ ８４％ ７％ ６％ １０％ ３％
６０年 ２２８５ ５２６．２ ３％ １％ ５４％ ６１％ ２２％ ３３％ ７％ ４％ １４％ １％

昭和５２年 １０６６ １５９．８ ４％ ５％ ５３％ ７５％ ６％ ７％ ２９％ １２％
なす ５５年 １１８３ １８１．１ ８％ ８％ ６６％ ７５％ １０％ １２％ １４％ ４％

６０年 １４７１ ２１４ ４％ ７％ ４９％ ４８％ ２４％ ４０％ ８％ ３％ １６％ ２％
昭和５２年 ６６７ １００．９ ３％ ６％ ３３％ ５９％ ７％ ９％ ４２％ ２１％

ねぎ ５５年 ７３５ １０６．１ ９％ １０％ ４８％ ６３％ １２％ １２％ ２３％ １３％
６０年 １２７３ １４４．８ ０．４％ ０．２％ ３６％ ３５％ ２２％ ４９％ １４％ ９％ ２８％ ７％

昭和５２年 ６０１ ８２．２ １１％ １８％ ５１％ ７４％ ６％ ２％ ２５％ ５％
ピーマン ５５年 ６９５ １０２．３ ８％ １６％ ６９％ ７９％ ８％ ４％ ９％ ４％

６０年 ６５５ １１１．９ ５％ １７％ ５１％ ４３％ ３４％ ４０％ ７％ １％ ４％ ０．１％
昭和５２年 ６３９ ５５ ２％ １％ ５１％ ７５％ ５％ ２％ ２７％ １８％

さといも ５５年 ７２８ ６９．６ ５％ ２％ ６３％ ７８％ １０％ ９％ １３％ ９％
６０年 ８５６ ５９．７ １％ ０％ ３７％ ６２％ ２０％ ３２％ ８％ ３％ ３４％ ２％

昭和５２年 ７６８ ５９．２ ２％ １％ ３４％ ５８％ ５％ ６％ ４３％ ２６％
ほうれんそう ５５年 ９７１ ６９．５ ４％ ２％ ５３％ ７０％ ９％ １２％ ２４％ １３％

６０年 １６３５ ９７．２ ０．５％ ０．４％ ３９％ ４２％ ２２％ ４１％ １２％ ８％ ２６％ ９％
昭和５２年 ８０６ １８０．８ １０％ １０％ ５６％ ８３％ ５％ ３％ ２４％ ４％

レタス ５５年 ８４５ ２３５．８ ９％ ８％ ７０％ ８５％ ７％ ５％ １１％ ２％
６０年 １１１５ ３３５．２ １％ ０．２％ ５４％ ８０％ ２１％ １６％ ７％ ３％ １７％ １％

昭和５２年 １３４１ ４２６．３ ０％ ０％ ６８％ ８５％ ６％ ７％ １８％ ７％
ばれいしょ ５５年 １２７６ ５１５．５ ０％ ０％ ７９％ ８９％ ７％ ８％ ９％ ２％

６０年 １６０６ ７２３．４ ３％ ９％ ４８％ ２１％ ２４％ ６７％ ６％ ３％ １９％ １％

資料：「青果物集出荷機構調査報告」各年次．
註１）昭和６０年度のみ�県規格”と表示され，�規格を不採用”の項目が設定された．
２）１％未満のみ小数点で表示．

農産物の規格化の変遷とその意味に関する一考察
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を採用していることが特徴として指摘できる．ま

た，農協独自の規格導入の推移を見ると，なしが

出荷量割合で４２％となっているのを除いて，昭和

６０年時点でみかん，ぶどうが１８％，なつみかん，

りんご，ももでは１０％未満と，野菜と比べて低位

となっていることが指摘できる．

これには，形状や色つやを基準とする限り，よ

り一層の規格細分化が困難とされるという事情が

絡んでいると見ることが出来よう．また，果実に

おいて早くから大型共選共販団体による機械選果

が導入されており，規格細分化には選別機械の

“特注化”などを必要とされるということもある

かもしれない．

更にみかん，なつみかんでは国の標準規格の採

用と県，連合会規格の採用とが各 ３々０～４０％台と

均衡している点は，指標の機能に過ぎないと考え

られた国の標準規格さえも比較的高度，厳格な水

準であったことを示唆していると見られなくもな

い．昭和４０年代以降の供給過剰，価格暴落による

いわゆる「みかん危機」の発生を背景に，昭和４５

年度に品質規格導入調査会によってかんきつ類に

おける「食味」規格の導入が検討されていたこと

と，以後，非破壊選果機の開発，実用化への研究

が開始されていったことが，以上の指摘を裏付け

ているのではないだろうか．

４．流通再編と「新たな規格」化の展開

１）流通再編と「新たな規格」化

輸入の本格的拡大による「過剰」基調やWTO

体制の成立などを背景として，農産物・食料の流

通環境は大幅に変化した．その最たるものは，大

規模量販店の影響力の増大であり，「大店法」の

運用緩和による大型量販店間競争の激化である．

その一つの現れは価格引下げ競争の常態化であり，

もう一つは卸売市場におけるセリ取引の後退と，

事実上の「相対取引」の増大である．農水省の調

査によると，中央卸売市場でのセリ取引割合は，

昭和６０年の７５％から平成６年には５８％，平成１４年

には２９％と急落しているのである．それは産地に

とっては，大ロット及び品質の高位平準化等，い

わゆる量販店基準への対応が必要となり，同時に

量販店の PB商品戦略のための差別化商品への対

応も重要となったことを意味した．こうした事態

に対応し，産地は一方で，野菜全般で機械選果を

導入し，大ロット，「高位平準化」に応え，他方

で，果実を中心として，光センサーによる非破壊

表３ 品目別の出荷組織数，数量および採用選別基準割合の変化（果実） 単位：団体数および１０００t，%

総 数 採 用 し て い る 選 別 基 準
国の規格 県又は連合会規格 農協規格 その他の規格 規格を不採用

団体数 出荷量 団体数 出荷量 団体数 出荷量 団体数 出荷量 団体数 出荷量 団体数 出荷量
昭和５２年 ８１６ １８６２．４ ５１％ ５４％ ３６％ ４３％ ２％ １％ ５％ １％

みかん ５５年 ８１３ ２４６１．３ ４３％ ４５％ ４２％ ５０％ ５％ ３％ ３％ １％
６０年 ７５１ １１４５．３ ４３％ ４０％ ３０％ ４１％ １９％ １８％ ３％ １％ ５％ ０．２％

昭和５２年 ２６１ ２０７ ４８％ ４５％ ３６％ ５１％ ３％ １％ ７％ ３％
なつみかん ５５年 ２７９ １９８．４ ３２％ ４１％ ５２％ ５８％ ５％ ０．５％ ５％ ０％

６０年 ２４９ １８５．５ ３６％ ４４％ ３３％ ４４％ ２１％ ９％ ５％ ２％ ６％ ０．２％
昭和５２年 ７５３ ３１９．５ ０％ １％ ６０％ ８２％ ２％ ３％ ３５％ １４％

りんご ５５年 ７３５ ３０７．６ １％ ４％ ９０％ ９２％ ３％ ３％ ４％ １％
６０年 ６７３ ３２５．３ ０％ ０％ ８７％ ９２％ ７％ ７％ ４％ １％ １％ ０．１％

昭和５２年 ７１５ ２９１．２ ４％ ３％ ７１％ ９１％ ４％ ２％ １７％ ４％
なし ５５年 ７０６ ３０４．９ １４％ １０％ ７３％ ８７％ ７％ １％ ５％ １％

６０年 ７２５ ２８２．１ １４％ １３％ ５３％ ４２％ ２７％ ４２％ ５％ ２％ １％ ０．３％
昭和５２年 ８３２ １５３ ４％ ３％ ７７％ ９１％ ４％ １％ １２％ ４％

ぶどう ５５年 ８７５ １９４．６ ５％ ２％ ８３％ ９３％ ６％ ４％ ５％ １％
６０年 ７７２ １６４ ６％ １％ ６０％ ７７％ ２５％ １８％ ７％ ３％ ２％ ０．４％

昭和５２年 ５５８ １５２．４ ５％ ４％ ７７％ ９４％ １％ ０．４％ １０％ １％
もも ５５年 ５５１ １６８．８ ４％ ３％ ８３％ ９２％ ４％ ３％ ６％ １％

６０年 ５０８ １３８．２ ４％ ４％ ８２％ ９２％ １０％ ４％ ４％ １％ １％ ０．１％

資料：「青果物集出荷機構調査報告」各年次．
註１）資料において昭和６０年度のみ�県規格”と表示され，�規格を不採用”の項目が設定された．
２）１％未満のみ小数点で表示．
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検査の導入によって，糖度などの内部品質に及ん

だ「新たな規格」化を展開してきた（註８）．

そして「新たな規格化」は徐々にではあるが農

産物全般に拡大しているのである．例えば，新食

糧法施行により市場原理が本格的導入された米に

おいては，タンパク値などによる「新たな規格」

化が，野菜とくに果菜類においては糖度などによ

る「新たな規格」化が進行している（註９）．こ

れらは，価格低迷を打破するための個々の産地戦

略として理解できる．しかし，その帰結は何を意

味するものであろうか．

２）「新たな規格化」の意味

平成１６年度に農産物流通技術研究会が行った

「非破壊品質センサー導入選果場のアンケート調

査」の結果を手掛かりに，今日の流通環境におけ

る「新たな規格」対応の意味を考察していくこと

とする（註１０）．販売における従来の規格と新た

な規格の関連についてみると，かんきつ類，モモ

の９０％を最高に７０％以上が，外観による従来の規

格に糖度等の「新たな規格」を組み合わせ厳選品

を作ることで従来とは別の販売方法を採っている．

表４は光センサー選果機導入による利点と問題

点を示したものである．センサー導入による利点

についてみると，一つに，リンゴ，モモで３３％，

カンキツ，ナシで２９％の回答者が「ばらつき小」

を選択し，品質のばらつきが小さくなったことを

挙げている．二つにほぼ同じ割合で「納得清算」

「生産指導効果」が選択され，精算時のトラブル

が少なくなったこと，また，生産指導が効率的に

なったことを挙げている．しかし最大の目標とさ

れている高価格販売は，最高でもナシの１３％で，

他はおしなべて一ケタ台と，「新たな」規格導入

が価格メリットの実現には結びついていないこと

を窺わせている．

続いて問題点についてみていく．選果場のメン

テナンス経費を挙げたものが，概ね２０～３０％台と

トップを占める．また機械のトラブル対応も１０％

を越しており，選果機械そのものに関わる問題が

多いことが窺われる．また，「新たな」規格化と

関わっても多くの問題点が指摘されている．その

一つは低糖度品の販売がより一層困難になること

表４ 光センサー選果機導入による利点と問題点 単位：％，件数

利 点 問 題 点

項 目 カンキツ リンゴ モモ ナシ トマト 項 目 カンキツ リンゴ モモ ナシ トマト

�選果楽 １２ １０ ６ １３ １３ �作業複雑 ７ １１ ３ ６ ４

�ばらつき小 ２９ ３３ ３３ ２９ ２０ �コストアップ ９ １４ ２ ６ ８

�納得清算 １９ １８ １７ １５ １７ �マイナス多 ５ ２ ３ ６ ４

�生産指導効率 １９ １６ １９ １１ １７ �市場評価低 ５ １ ６ ９ ８

�生産者意欲向上 ９ ８ ９ １３ １３ �低糖度販売困難 １９ ７ １５ ９ ８

�集荷量増 ４ ４ ７ ４ ８ �出荷不安定 １３ １１ １３ １６ ４

�高価格販売 ５ ８ ９ １３ ４ �信用低下 １ ０ ０ ０ ０

	その他 ２ ３ ０ ２ ８ 	糖度に差 ８ １０ １８ １６ １４

回答なし ６ ４ ２ ３ ２ 
トラブル対応 １９ １０ １５ １１ １２

回答数 ５３ ３７ ２２ ２１ １２ �メンテ経費 ２２ ３３ ２５ ２１ ３４

�その他 ２ １ ０ ０ ４

回答なし ５ ０ １ １ ２

回答数 ５３ ３７ ２２ ２１ １２

註）：項目の詳細について
利点：�選果が楽になった．�等階級や食味のばらつきが少なくなり市場から高評価を得た．�選果の結果が数値で表れるため，

生産者の納得を得た清算ができた．�生産者への生産指導がしやすくなった．�生産者の意欲が向上し，地域全体の果実
品質が向上した．�選果基準が数値で設定されたことにより，客観的な選果ができ共選場の集荷量が増えた．�周りの農
協より高価格で販売できた．	その他．

問題点：�等階級が複雑になり，より一層選果作業が複雑となった．�選果作業の複雑化により選果コストがアップした．�費
用対効果を考えるとむしろマイナス面が多かった．�光センサーで選別した果実の市場評価が思ったほど良くなかった．
�低糖度（選果基準以下）の販売が困難であった．�気象条件の変化により，規格別の比率が変わり，年度によって出
荷量が不安定になり市場の要請に応えられない場合があった．�気象条件により光センサーの選果基準を変えたため，
市場からの信用を失った．	光センサーの表示糖度と実際の糖度に差があった．
農協に光センサーの専門家がいない
ために，機械のトラブルに迅速な対応が出来なかったこと．�部品交換等メンテナンスに経費がかかる．�その他．

資料：「非破壊品質センサー導入選果場のアンケート調査」 農産物流通技術研究会 平成１６年より引用，作成．
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であり，それを指摘した回答は，カンキツでは１９％，

モモでは１５％にも達している．

二つは，気象条件などによって規格別の出荷量

の比率が変動し，その結果市場の要請にこたえら

れないという「出荷不安定」も，ナシで１６％，カ

ンキツ，モモで１３％ある．

光センサー導入による選果経費の変化について

みると，最高でモモの７７％，最低でもトマトの

６１％と，全品目において経費の高騰が指摘できる．

このことと関連して，選果経費の高騰がその主要

因として考えられる（註１１）．

「新たな規格」の導入は，「商品差別化」によ

る有利販売を目的としたものであり，「規格化」

の最後の段階とも言える．こうした規格化は産地

にとって，どれ程必要とされているものであろう

か．表５は「新たな規格」の全国規格の必要性の

有無を見たものである．当面必要なしおよび必要

なしの合計で，リンゴの７５％を筆頭に各品目にお

いて過半数以上が必要ないと答えている．表６は，

全国規格が導入される場合の懸案事項について示

したものであるが，規格外品の増加時の対応が出

来ないことが高い割合で選択され，また，「収益

性の低下」もカンキツ，リンゴで高い回答を得て

いる点は注目に値する．また糖度などに基づく

「新たな規格」化が決して安定したものではなく，

気候などにより基準を毎年のように変えざるを得

ないという弱点をもつと感じている点は，表７か

ら示唆される．

５．結論

以上，市場・流通構造の変化の中で，規格化が

如何様に進展し，その規格化がいかなる意味を

表５ 全国規格の必要性 単位：％，件数

項 目 カンキツ リンゴ モモ ナシ トマト

必要 ３２ ２２ ４１ ３８ ４６

当面，必要なし ３４ ４５ ４５ ３８ ３６

必要なし ２５ ３０ １４ ２４ １８

回答ナシ ９ ３ ０ ０ ０

回答数 ５３ ３７ ２２ ２１ １２

資料：表４に同じ．

表６ 全国規格が導入される場合の懸案事項 単位：％，件数

項 目 カンキツ リンゴ モモ ナシ トマト

足切り設定・収益性の低下 ２２ ２４ １８ １３ １３

規格外品の増加時の対応 ３６ ３８ ４６ ４６ ４３

等階級が簡素化できない ８ ２１ ３ １７ ２５

光センサーの測定精度が低い ２ １２ ２１ ７ １３

その他 １２ ５ ６ １７ ６

回答ナシ ６

回答数 ５３ ３７ ２２ ２１ １２

資料：表４に同じ．

表７ 全国規格が必要でない理由 単位：％，件数

項 目 カンキツ リンゴ モモ ナシ トマト

普及率低い ０ ６ ０ ０ ０

年毎に変える １３ ４４ ２５ ２９ ６０

不利な産地 ３１ ２２ ２５ １４ ４０

甘くなる恐れ ５６ ６ ２５ ４３ ０

その他 ２２ ２５ １４ ０

回答数 ５３ ３７ ２２ ２１ １２

資料：表４に同じ．
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持ったのかに関して検討してきた．米に始まり，

今やほぼ全品目に及んだ規格化は，一言で言えば

厳格化，「規格細分化」の一途を辿ってきた．そ

して，産地間競争がますます激化する中で，有利

販売を目指す諸産地が競争的により厳しい規格基

準を採用してきたからである．今日，形状や色艶

に基づく規格化から更に及んで，糖度やタンパク

値という内部品質にまで及ぶ「新たな規格」化の

段階を迎えているのである．これらは総じて，市

場・流通構造の変化に対する農民，産地の「対応

形態」の一つと見ることも出来るが，農産物は，

冒頭触れたように，「絶対」基準に基づく規格化

が困難なため，規格の厳格化＝有利販売はあくま

で一過性のものでしかなく，有利販売を目指した

「規格厳格化」競争は無限に続くと考えられるの

である．形状，色艶等に基づく規格化の行き詰ま

りが，内部品質に基づく「新たな規格」化を生み

出したのは，その一つの証左と言えよう．また最

近，「食の安全・安心性」の諸策と関連して，ク

ローズアップされてきている有機認証や ISO認

証なども，諸種の規格化の一つと見られ，これら

の意義，経済的側面に関する検討も必要と考える．

上記を踏まえ，農業再編，流通再編下での規格化

のあり方を，消費過程をも含めて多角的，総合的

に検討することが，今後の課題と考える．

註）

（註１）規格化についての指摘は，様々な研究で散見

される．しかし，規格化を中心に扱った研究は意

外と少ない．鈴木〔１８〕pp．５－２５が，規格につい

ての研究の難しさを端的に指摘している．それは，

規格そのものに焦点を当てると単なる叙述に終わ

ること，そしてどの作物を取り上げるか，どうい

う観点から取り上げるのかが難しいことである．

（註２）戦前期より商業的農業が展開した北海道にお

ける規格化との関連については，文献〔３０〕〔３１〕

に詳しい．また，明治から戦前期の食料消費その

ものの性格の変化は，戦後以降のそれに較べて比

較的微弱であった点は留意すべきと考える．周知

の通り，食料消費そのものの大幅な変化が，農産

物市場に大きく影響を及ぼすのは戦後の経済発展

期以降となるからである．

（註３）吉田〔３８〕pp．５３－１１７を参考にした．

（註４）藤島〔２９〕pp．１１９－１３０に詳しい．

（註５）麻野〔１〕pp．３２－３８を参照．

（註６）生田〔４〕は，野菜を中心にして規格化の実

態と問題点を考察している．その中で，生産者の

意欲と生産物の関係を含めた農産物の商品特性に

関する指摘は興味深い．産地間競争下における個

別産地の規格細分化対応とその影響を具体的に分

析した研究として，飯澤・京野〔３〕，美土路・三

島〔３５〕がある．総じて規格化が商品の標準化の

尺度を越えた細分化による「厳選・差別化」を志

向し，トータルの価値実現の減少，流通経費の社

会的「空費」，産地段階の選果体制と経費の問題等

が指摘されている．祓川〔２７〕〔２８〕では，卸売市

場流通および価格形成との関連を中心に分析し，

大型産地間での出荷競争の激化の下で，「規格・等

級による単価格差」が，大量・広域流通を促進し，

農民的価格形成の基盤を掘り崩し価格水準の低迷

をもたらしていると指摘している．久保〔１２〕は，

商品学の視点を取り込んで，規格の標準化という

視点から考察している．また，物流の視点から整

理したものとして佐藤〔１６〕がある．以上の研究

で共通して指摘されているのは，姿，形などの外

観主義的規格から，安全性や食味，鮮度といった

本来の使用価値に基づく規格化へ重点を移行する

ことの必要性，小売および消費過程における規格

化との関連に関する研究の必要性についてである．

（註７）選果労働の問題点については，阿部〔２〕や

光永〔３３〕，規格簡素化については，大石〔７〕，

木立〔１１〕，三好〔３６〕の研究がある．規格簡素化

は，一産地のみでは進めることが出来ないという

点が重要である．

（註８）非破壊検査は，平成元年に岡山県一宮農協，

山梨県白根町西野農協（ともにモモ）において導

入されたのが始まりである．平成３年にリンゴ，

ナシにおいても導入が開始された．それは，糖度，

タンパク値など内部品質に及ぶ規格化やジャガイ

モなどの空洞判定などにも用いられ，果実はもち

ろん米や農産物全般に拡大している．技術面では

伊庭〔５〕や河野〔８〕などに詳しい．本稿では，

品質の相違を問題とするわけではないので，「新た

な規格」と表現した．経済的効果は，徳田〔２２〕

pp．８－１６お よ び pp．１９２－２０５．に 詳 し い．特 に

pp．２０５における指摘は非常に重要だと考えられ，

以下，引用する．「「高級品創造効果」にしろ「産地

ブランド効果」にしても，いわば流通過程で形成

された特別剰余価値であり，他の産地が追従して

くれば，比較的短期間に消滅してしまうものであ

る」という規格化の問題点である．品質競争の観

点から，斎藤〔１３〕pp．５２でも同様に指摘されてい
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る．また，消費，ブランド化の視点で考察した波

積〔２６〕がある．

（註９）拙稿〔２４〕，〔２５〕を参照．

（註１０）これは全国２８３の選果場のうち１２６ヶ所から回

答を得たものである．

（註１１）このアンケート調査によると，モモの７７％を

最高に，リンゴ７２％，ナシ６６％，カンキツ６２％，

トマト６１％と，対象品目全般に選果経費が高く

なったと回答している．
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